
平成２６年度施策の事前分析表
（資料１～資料４）

参考資料５



＊厚生労働省では、基本目標＞施策大目標＞施策目標を設定して、政策を実施しています。
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平成26年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策目標名
社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進すること等により、より質の高い福祉サービスを提供すること
（施策目標Ⅶ-３-１）

担当
部局名

社会・援護局福祉基盤課 作成責任者名 福祉基盤課長　岩井　勝弘

施策の概要 本施策は、福祉・介護に従事する人材を養成する等、利用者への福祉サービス基盤を整備するため実施している。
政策体系上の

位置づけ
基本目標Ⅶ　ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること
　施策大目標３　福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図ること

施策の予算額・執行額

区分 27年度要求額

施策に関係する内
閣の重要施策（施
政方針演説等のう
ち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日

執行率(％、e/d）

関係部分（概要・記載箇所）

予算の状
況

（千円）

当初予算(a) 36,597,089

- - -

補正予算(b)

繰越し等©

合計(d=a+b+c) 36,597,089

執行額(千円、e)

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関連計画等）

○人口減少社会を迎え、将来的な労働人口の減少が見込まれる一方で、介護が必要となる高齢者の増加が見込まれ、2015年には167～176万人、2025年には237～249万人の介護
職員が必要と推計されている。
○また、現行の介護分野の有効求人倍率は、全産業と比較して高い傾向があり、今後もこの傾向が維持される可能性が高いため、引き続き安定的な人材確保が喫緊の課題。
○さらに社会保障制度改革国民会議報告書においても、地域包括ケアを支えるサービスの確保には介護職員等の人材確保が必要とされている。

政策評価実施予定
時期(評価予定表）

測定指標
（定量的）

基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

目標年度 施策の進捗状況（実績）

年度ごとの実績値

目標年度

毎年度
・福祉・介護人材を安定的に確保する必要があるため、当該数値を測定目標にした。なお、介護職員数は景気の動向等によっても変化してくるも
のであるが、2025年に249万人の介護職員を確保するために必要な前年度＋6.8万人という指標を目標としている。
※出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」

測定指標
（定性的）

目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

1 介護職員数 139.9万人
平成２３年

度
前年度＋
6.8万人

-

（参考）測定指標

-

-

-- -

（厚生労働省２６（Ⅶ－３－１）

２４ ２５ ２６ ２７ ２８

○



２４年度 ２５年度

(1)
中央福祉人材センター運営事業費
（平成5年度）

38百万円 35百万円 35百万円 1 703

(2)
福利厚生センター運営事業費
（平成6年度）

66百万円 46百万円 36百万円 1 705

(3)
社会福祉職員研修センター経営委託費
（昭和50年度）

36百万円 36百万円 36百万円 1 712

(4)
社会事業大学経営等委託費等
（昭和21年度）

378百万円 369百万円 450百万円 1 711

(5)
外国人看護師・介護福祉士受入支援事業
（平成19年度）

56百万円 57百万円 70百万円 - 710

(6)
外国人介護福祉士候補者学習支援事業
（平成22年度）

121百万円 108百万円 100百万円 - 714

(7)
福祉サービスの第三者評価等事業
（平成12年度）

7百万円 7百万円 7百万円 - 704

(8)
社会福祉施設職員等退職手当共済事業給
付費補助金
（昭和36年度）

25031百万
円

24967百万
円

25030百万
円

1 707

(9)
社会福祉事業施設等貸付事業利子補給金
（昭和40年度）

5534百万
円

5946百万
円

5622百万
円

- 708

(10)
社会福祉振興助成費補助金
（平成22年度）

1835百万
円

1686百万
円

1300百万
円

- 713

(11)
独立行政法人福祉医療機構運営費交付金
（平成15年度）

3317百万
円

3251百万
円

3361百万
円

- 718

達成手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） ２６年度
当初

予算額

関連する
指標番号 達成手段の概要等 平成２６年度行政事業レビュー事業番号

社会福祉法に基づき設置されている中央福祉人材センターにおいて実施する全国的な福祉人材情報システムの運営や、各都道府県福祉人材センターの職員研修会や
全国会議、ブロック会議の開催、また福祉・介護分野の人材確保にかかる調査等に補助することにより、福祉・介護人材の確保に関するノウハウの伝達に努め、各都道
府県福祉人材センターの業務を支援する。

社会福祉法に基づき設置されている福利厚生センターにおいて実施する小規模・零細事業者が単独では実施できない生活習慣病予防検診費用の支援や、病気や心の
悩みに関する健康相談、メンタルヘルス対策や接遇等の職員講習などの福利厚生事業の企画を支援することにより、社会福祉に関する事業に従事する人材の確保を推
進する。

社会福祉職員研修センター（社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院）において実施する都道府県又は市町村において社会福祉事業に従事する職員、公立施
設の施設長、社会福祉法人の経営者等に対する社会福祉主事として必要な基礎知識及び技術、施設長として必要な知識及び技術、法人・施設運営に関する専門知識
及び技術等を教授する研修に対し補助を行い、社会福祉事業従事者の確保とその資質の向上を図っている。

学校法人日本社会福祉事業大学において実施する将来社会福祉事業に従事する者及び現に社会福祉事業に従事する者及び現に社会福祉事業に従事している者に対
する養成・研修、社会福祉施設や都道府県、市町村等の職員となる指導的社会福祉事業者（社会福祉のリーダー）の養成に対し補助を行う。
※社会福祉のリーダー
（１）特養、障害者施設、児童施設等社会福祉施設のリーダー
（２）自治体の社会福祉行政のリーダー
（３）地域福祉のコーディネーター（社会福祉協議会やＮＰＯ法人職員）

施設整備のために中央監視装置の更新を行う

公益社団法人国際厚生事業団において実施する以下の事業に対して補助を行う。
○外国人介護福祉士候補者に対し、入国後、我が国国内の介護施設で就労・研修を行うにあたり必要となる知識・技術を習得させることを目的とした介護導入研修
○候補者受入れ施設対象に、候補者の労務管理及び施設内の研修状況について把握し必要な指導を行う巡回訪問
○候補者から就労・研修に係る相談・苦情対応
等

公募によって決定した事業実施団体において以下の事業を実施。（平成23年度～）
○　日本語並びに介護福祉士として必要な専門知識や技術、日本の社会保障制度を学ぶ集合研修
○　就労2年目及び3年目の候補者に対する介護分野の専門知識に関する通信添削指導（定期的な小テスト）
○　介護福祉士の資格を取得できずに帰国した候補者の母国での再チャレンジ支援（模擬試験の実施等）を実施

※平成22年度は、日本語取得を支援するための｢日本語定期研修事業｣を実施
※平成23年度から事業名を｢外国人介護福祉士候補者学習支援事業｣に変更

全国社会福祉協議会において実施する以下の事業に対して補助するものである。
１．全国社会福祉協議会に評価事業者普及協議会を設置し、都道府県推進組織参画のもと、各都道府県毎の福祉サービス第三者評価への取組状況等に関する情報交
換並びに事例発表等を行う。
２．全国社会福祉協議会に「福祉サービス質の向上委員会」を設置し、第三者評価基準ガイドラインの策定に関する検討を行う。
３．都道府県推進組織が実施する評価調査者養成研修における指導講師を養成するため、評価調査者指導者研修会を開催する。

社会福祉施設に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金を支給する制度。社会福祉施設等の経営者が負担する掛金と国及び都道府県の補助金
（それぞれ3分の1負担）を財源として、退職した職員の共済期間等を勘案した退職金を支給するもの。

社会福祉施設や医療施設は、介護報酬、診療報酬等の公定価格に依存した低収益構造にあり、社会的に弱い居住者等を擁するため、施設の整備に対して建設資金等
を固定金利で提供できるよう、金利変動により資金調達金利を上回る金利差が生じた場合の不足相当額、借入金利息と貸付金利息の差額補填等を予算措置により補
給しているもの。

社会福祉法人、ＮＰＯ法人などが行う事業に対し助成を行うものである。
①福祉活動支援事業（個々の団体が実施する社会福祉の振興に資する創意工夫のある事業）
②地域連携活動支援事業（複数の団体が連携を図り、社会福祉諸制度の対象外のニーズ等に対応する事業）
③全国的・広域的ネットワーク活動支援事業（広域的な普及等を図るため、複数の団体が相互にノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業）

次の運営に必要な運営に要する経費を交付
①民間の社会福祉施設及び医療施設等の整備等に係る資金の貸付に係る業務（福祉医療貸付事業）
②社会福祉施設の設置者、病院等の開設者等に対し経営に係る経営診断・指導等を通じ経営者を支援する事業に係る業務（経営支援事業）
③社会福祉振興事業を行う者に対して助成を行う業務、社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及・研修を行う業務（社会福祉振興助成事業）
④福祉・保健・医療に係る各種情報等の提供を行う情報サービス事業に係る業務（福祉保健医療サービス事業）
⑤社会福祉施設職員退職手当共済事業に係る業務



(12)
地域福祉活動支援事業費
（昭和31年度）

93百万円 79百万円 166百万円 - 701

(13)
地方改善事業
（昭和35年度）

4271百万
円

4214百万
円

4151百万
円

- 706

(14)
民生委員関連経費
（昭和23年度）

3.1百万円 46.6百万円 3.7百万円 - 709

(15)
地方改善施設整備費補助金
（昭和28年度）

787百万円 730百万円 726百万円 - 715

(16)
就労系施設生産活動推進事業
（昭和59年度）

17百万円 17百万円 17百万円 - 702

(17)
社会福祉施設等施設整備費補助金（災害復
旧費含む）
（昭和21年度）

11294百万
円

13469百万
円

3019百万円 - 716

(18)
心身障害者扶養共済制度運営費
（昭和44年度）

4615百万
円

4610百万円4610百万円 - 717

(19)
独立行政法人福祉医療機構出資金
（平成24年度）

4611百万
円

461百万円 － - 719

社会福祉法人に基づき設置されている全国社会福祉協議会において実施する生活福祉資金貸付制度の適正な運営のための体制整備、民生委員・児童委員に対する
日常生活についての指針となる各種資料の提供等の情報支援や互助事業の実施、各地域における様々な民間相談機関の相談員等に対する実践力強化等のための研
修、ボランティア活動に対する国民の理解を深める取組等の事業に対して補助する。（補助率100％）

社会福祉施設や医療施設の耐震化等整備の推進を図るため、独立行政法人福祉医療機構が低金利かつ長期の貸付を行うことにより設置者の自己負担を軽減できるよ
う、政府出資により同機構の財政基盤を強化する。

市町村が設置する隣保館で実施する、地域の拠点として基本事業（社会調査及び研究事業、相談事業、啓発・広報活動事業、地域交流事業、周辺地域巡回事業、地域
福祉事業）や、地域の実情に応じて特別事業（隣保館デイサービス事業、地域交流促進事業、相談機能強化事業）に対して補助を行う。

本経費は①民生委員法に基づく3年に一度の民生委員・児童委員一斉改選や転居等の理由による随時の委嘱・解嘱の際の委嘱状の作成②無報酬で日常的に住民の
社会福祉に関する相談や支援を行うことによって地域福祉の推進に努めている民生委員・児童委員に対する大臣表彰の際の功労賞の作成に必要な経 緯費である。

市町村が設置する共同施設及び隣保館の整備に要する費用の一部を補助する。

●　発注者側（国・民間企業等）に対し、全国の就労系事業所の物品販売・役務提供の内容、連絡先、受注可能数等、発注を行うために必要な情報発信をする事業
●　就労系施設の製品開発、販売促進、品質管理等についての指導・研修を実施する事業
●　就労系施設製品の販路の拡大並びに受注の安定を図るため、展示販売を行う事業

社会福祉法人等が施設（障害者施設、保護施設等）を整備しようとする場合、原則としてその整備費の２分の１を補助し、都道府県・指定都市・中核市においては、施設
設置者に対して整備費の４分の１に相当する金額を補助する。（補助率：1/2）

都道府県及び指定都市が独立行政法人福祉医療機構に対し、納付することとなっている過去の積立不足分及び年金給付に必要な費用の不足分の財政支援（特別調整
費）について補助するもの。
　都道府県及び指定都市に対し、心身障害者扶養共済制度の運営に係る事務費について補助するもの。
　対象　 ：心身障害者扶養共済制度を実施する都道府県及び指定都市
　補助率：国１／２、都道府県及び指定都市１／２



＊厚生労働省では、基本目標＞施策大目標＞施策目標を設定して、政策を実施しています。

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

2,088,384 1,870,836 1,750,574 1,564,814 1,437,423
0 0 0 0 0

-195,108 -59,176 50,512 203,772 34,272
1,893,276 1,811,660 1,801,086 1,768,586 1,471,695
1,684,523 1,723,468 1,736,346 1,430,239

89.0% 95.1% 96.4% 80.9%

基準年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

11,527 集計中

100% 25%以上 50%以上 75%以上 100%

100% 26.1%

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

97.2% 96.3%

- - - - -

- - - - -

平成26年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策目標名 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること（施策目標Ⅶ－４－３）
担当

部局名
社会・援護局援護企画課
中国残留邦人等支援室

作成責任者名 援護企画課中国残留邦人等支援室長　井上  秀美

施策の概要 本施策は、中国残留邦人等の円滑な帰国及び自立を支援するために実施している。
政策体系上の

位置づけ
基本目標Ⅶ　ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること
施策大目標４　戦傷病者・戦没者遺族の援護、中国残留邦人等の支援を行うとともに、旧陸海軍の残務を整理すること

施策の予算額・執行額

区分 27年度要求額

施策に関係する内
閣の重要施策（施
政方針演説等のう
ち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日

執行率(％、e/d）

関係部分（概要・記載箇所）

予算の状
況

（千円）

当初予算(a) 1,381,189

- - -

補正予算(b)

繰越し等©

合計(d=a+b+c) 1,381,189

執行額(千円、e)

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関連計画等）

中国残留邦人等の永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）に基づき、中国残留邦人等の円滑な帰国を推進するとともに、永住帰国した者の自立の支援を
行うことを目的として、帰国援護、受入れ、定着・自立援護を行う。

政策評価実施予定
時期(評価予定表）

測定指標
（定量的）

基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

目標年度

1
中国残留邦人等地域生活支援事
業のうち、自立支援通訳派遣事業
での通訳派遣実績数(件）

集計中 25年度
前年度以

上
毎年度

・中国残留邦人等地域生活支援事業とは、中国残留邦人等がそれぞれの地域で生き生きと安心して暮らすことができるよう自治体を実施主体と
して行っている事業である。したがって、中国残留邦人等が居住する自治体のより多くの地域で実施されることが中国残留邦人等の自立の支援
につながるものであり、その中でも、中国残留邦人等の多くは言葉の問題を抱えており、自立支援通訳の更なる活用が重要であるため、派遣実
績数を測定指標にするとともに、目標値を前年度以上の派遣数としている。

2
支援給付実地監査実施割合（支援
給付実地監査実施数／支援給付
実施監査対象自治体数）（％）

26.1% 25年度 100% ２８年度

・支援給付施行事務監査は、支援給付施行事務の適否を関係法令等に照らし個別かつ具体的に検討し、必要な是正改善の措置を講じることに
より、適正な運用を確保するための重要な施策であることから、当該数値を測定する。
・全ての都道府県及び政令指定都市に対して４年間（平成25年～平成28年）をかけて実地監査を行うことにしているため、各年度ごとの目標値
を25％以上としている。

目標年度 施策の進捗状況（実績）

毎年度

-

・支援・相談員とは、中国残留邦人等からの日常生活上の相談に応じるなど、中国残留邦人等がそれぞれの地域で生き生きと安心して暮らすこ
とができるよう自治体を実施主体として配置しているものである。したがって、中国残留邦人等が居住する自治体のより多くの地域で配置される
ことが中国残留邦人等の支援につながるため、当該数値を測定する。
・支援・相談員の配置割合を毎年度把握し、前年度以上の割合を確保することがより充実した支援につながるものであることから、目標値を前年
度以上としている。

測定指標
（定性的）

目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

- - -

3

支援・相談員等の配置割合（配置
自治体数／支援給付を受給する中
国残留邦人等が居住する自治体
数）（％）

96.3% 25年度
前年度以

上

（厚生労働省２６（Ⅶ－４－３））

２４ ２５ ２６ ２７ ２８

○



２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

4 5 4

5 45,514 39,570

6 94.4% 97.2%

２４年度 ２５年度

(1)
中国残留邦人等身元調査事業
(昭和48年度)

36百万円
（28百万

円）
34百万円 30百万円 - 733

(2)
中国残留邦人等に対する帰国受入
援護事業
(昭和48年度)

481百万
円

（441百万
円）

457百万円 409百万円 - 734

(3)
中国残留邦人等に対する定着自立
支援事業
(昭和63年度)

437百万
円

（437百万
円）

433百万円 427百万円 - 735

(4)
保険料追納一時金事業
(平成19年度)

582百万
円

※内繰越
し等254
百万円

（369百万
円）

374百万円
※内繰越
し等204百

万円

100百万円 - 736

(5)
中国残留邦人等に対する支援給付
事業
(平成20年度)

445百万円
（441百万

円）
449百万円 448百万円 2,3 737

（参考）測定指標

中国残留邦人等の帰国世帯数（世帯）

中国帰国者支援・交流センターにおける日本語教室の受講者数（人）

地域生活支援事業の自治体の実施率（実施自治体数／中国残留邦人等が居住する自治体数）
（％）

平成２６年度行政事業レビュー事業番号

中国現地で日中両国政府による共同調査を行い、日本人孤児と確認された方 については、報道機関の協力を得て日本で孤児の情報を公開し、肉親情報のある方に
ついては肉親と思われる方との対面調査を実施する。

日本へ永住帰国を希望する中国残留邦人等に対して永住帰国旅費や自立支度金を支給するほか、永住帰国を望まない方が墓参や親族訪問等を希望する場合は一
時帰国旅費を支給する。
また、永住帰国直後の世帯に対しては、中国帰国者定着促進センターで、６か月間にわたり基礎的な日本語教育や日本の生活習慣等の研修を実施する。

永住帰国直後の中国帰国者定着促進センターでの入所研修に加え、中国帰国者支援・交流センターで地域定着後の帰国者に対し、高齢化や２，３世の増加、集中的
な学習など帰国者の多様な目的、ニーズに合わせた就労に結びつく日本語学習や社会的な自立を促すための交流事業等を実施している。

本事業は、中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けることを可能とするため、帰国前の期間を含めた国民年金の被保険者期間に対応する保険料相
当額を「一時金」として本人に支給し、その中から保険料追納額を国が控除し、本人に代わって追納することとしたものである。
なお、すでに本人が保険料を自ら納付(拠出）している期間については追納せず、保険料相当額を本人に直接支給することとしている。

満額の老齢基礎年金等を受給してもなお生活の安定が十分に図れない中国残留邦人等に対する支援給付の円滑な実施のため、中国語が解せる支援・相談員を窓
口に配置するとともに、支援給付等の施行事務について、適正かつ効率的な運用を確保するため、実施機関に対する指導監査を行う。
（支援給付金本体は、「中国残留邦人生活支援給付金」事業において、予算計上。）

達成手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） ２６年度
当初

予算額

関連する
指標番号

達成手段の概要等



＊厚生労働省では、基本目標＞施策大目標＞施策目標を設定して、政策を実施しています。

２２年度 ２３年度 24年度 25年度 26年度

1,505,821 1,407,515 1,596,258 1,821,242 2,102,430

－ － - － －

－ － - － －

1,505,821 1,407,515 1,596,258 1,821,242 2,102,430

1,446,666 1,364,025 1,563,294 1,773,141

96.1% 96.9% 97.9% 97.4%

基準年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

14%
（11%）

13%
（10%）

前年度以
下

前年度以
下

前年度以
下

13%
（10%）

集計中 － － －

- - - - -

- - - - -

平成26年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策目標名 企業年金等の適正な運営を図ること（政策目標Ⅸ－１－４）
担当

部局名
年金局企業年金国民年金基金課 作成責任者名 課長　黒田　秀郎

施策の概要
本施策は、次の項目を柱に実施している。
　・企業年金制度等の適正な運営を図ること

政策体系上の
位置づけ

基本目標Ⅸ　高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策大目標　老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること

施策の予算額・執行額

区分 27年度要求額

施策に関係する内
閣の重要施策（施
政方針演説等のう
ち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日

執行率(％、e/d）

関係部分（概要・記載箇所）

予算の状
況

（千円）

当初予算(a) 2,386,465

補正予算(b)

繰越し等©

合計(d=a+b+c) 2,386,465

執行額(千円、e)

年度ごとの実績値

目標年度

毎年度

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関連計画等）

【企業年金等の未請求者対策】
　企業年金等（厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、国民年金基金）は、国民の老後の生活設計の柱である公的年金とあいまって高齢期における所得確保を図るた
めの制度である。
　事業主や従業員の自主的な努力に基づき、老後の所得確保を図る企業年金等については、給付が確実かつ適切に行われることが非常に重要である。
　しかしながら、年金支給開始年齢に達する前に企業を退職し、厚生年金基金等を脱退した方が、当該年齢までの間に転居されたため住所を把握できなくなり、年金裁定請求書を
送付することができない等の理由により、年金の支給要件を満たしているにもかかわらず給付の申請を行っていない方（未請求者）が多数存在している状況である。
　各企業年金等において未請求者の解消に向けた様々な取り組みを行っているところであるが、厚生労働省としても、企業年金等において、確実に年金給付が行われ、適正な運
営が行われるよう、引き続き環境整備、必要な指導を行っていく必要がある。

【国民年金基金における給付費負担】
　国民年金基金は、国民年金の付加年金相当分をその給付の中に含んでいるため、付加年金と同様に給付の一部（４分の１）を国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法
律第34号）附則第34条第4項に基づき国が負担している。

【根拠法令等】
○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第１条
○確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）第１条
○確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第１条
○国民年金法（昭和34年法律第141号）第１条、第115条
○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成25年法律第63号）附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するもの
とされた改正前厚生年金保険法第106条

政策評価実施予定
時期(評価予定表）

測定指標
（定量的）

基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

- -

目標年度 施策の進捗状況（実績）

企業年金等に加入した方々について、より確実に年金給付が行われるよう未請求者（※）の解消に向けた様々な取り組みを進めることにより、老
後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図るため。
※未請求者とは、年金支給開始年齢に達する前に企業を退職し、厚生年金基金等を脱退した方が、当該年齢までの間に転居されたため住所を
把握できなくなり、年金裁定請求書を送付することができない等の理由により、年金の受給要件を満たしているにもかかわらず給付の申請を
行っていない方のこと。
・厚生年金基金、国民年金基金の未請求者の状況について
URL　http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/miseikyu.html

測定指標
（定性的）

目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

1

受給権者に占める未請求者の割合
（企業年金連合会における新規裁
定から５年以内の受給権者に占め
る未請求者の割合）

－ －
前年度以

下

- -

（厚生労働省２６（Ⅸ－１－４））

２４ ２５ ２６ ２７ ２８

○



２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

2
133万人
（79万人）

－ － － －

3 3,194人 － － － －

4 7,173人 － － － －

２４年度 ２５年度

(1)

①国民年金基金等給付費負担金
（平成３年度）
②厚生年金基金等未納掛金等交
付金
（平成21年度）

①15.2億
円

②0.05億
円

（①14.9億
円）

（②0.02億
円）

①18.2億
円

②0.05億
円

①15.2億
円

②0.05億
円

－ 811

平成２６年度行政事業レビュー事業番号

（参考）測定指標

企業年金連合会における未請求者数
（企業年金連合会における新規裁定から５年以内の未請求者数）

国民年金基金連合会における未請求者数

国民年金基金における未請求者数

達成手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） ２６年度
当初

予算額

関連する
指標番号

達成手段の概要等

①国民年金基金等給付費負担金
＜概要＞
　国民年金基金及び国民年金基金連合会に対し、年金の支給実績に基づき国民年金の付加年金に対する国庫負担（定率１／４）に相当する額を負担するものであ
り、法律に基づき国の負担が義務づけられているものである。
＜目標達成への寄与の内容＞
国民年金基金は自営業者の方が自ら老後に備える老齢基礎年金の上乗せ年金の制度であるが、国民年金基金等給付負担金は国民年金基金の年金給付のうち、国
民年金の付加年金に対する国庫負担（定率１/４）に相当する額を国が負担するものである。
②厚生年金基金等未納掛金等交付金
＜概要＞
事業主が厚生年金基金の掛金を給与から控除していたにもかかわらず、厚生年金基金に納付していない場合であって、納付勧奨、事業主名の公表等を経ても納付に
応じない場合に、一旦、国が厚生年金基金及び企業年金連合会に対し未納掛金に相当する額を交付し、国が事業主に対する求償権を取得するものであり、法律に基
づき国の交付が義務づけられているものである。
＜目標達成への寄与の内容＞
厚生年金基金等未納掛金等交付金は、年金記録の訂正に伴い企業が負担すべき掛金が納付されない場合に、年金の適正な支給のため、未納掛金に相当する額を
国が代わって交付するものである。



＊厚生労働省では、基本目標＞施策大目標＞施策目標を設定して、政策を実施しています。

２２年度 ２３年度 24年度 25年度 26年度
76,070,921 69,937,891 70,035,695 67,456,295 68,870,688

-5,707,994 -2,000,000 0 0 0

-44,857 44,857 0 0

70,318,070 67,982,748 70,035,695 67,456,295

67,375,471 67,161,510 68,039,194 67,150,342

95.8% 98.8% 97.1% 99.5%

基準年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

前年度以上 前年度以上 前年度以上 前年度以上 前年度以上

36,599箇
所

前年度以上 前年度以上 前年度以上 前年度以上 前年度以上

110,701

- - - - -

- - - - -

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

- - - - -

平成26年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策目標名 高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進すること（施策目標Ⅸ－３－１）
担当

部局名
老健局総務課 作成責任者名 総務課長　高橋 俊之

施策の概要
本施策は、介護保険制度の適切な運営を図るとともに、必要な介護サービスの量及び質の確保や認知症高齢者支援
対策の推進を図るために実施している。

政策体系上の
位置づけ

基本目標Ⅸ　高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
　施策大目標Ⅸ－３　高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じて、介
護を必要とする高齢者への支援を図ること

施策の予算額・執行額

区分 27年度要求額

施策に関係する内
閣の重要施策（施
政方針演説等のう
ち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日

執行率(％、e/d）

関係部分（概要・記載箇所）

予算の状
況

（千円）

当初予算(a) 68,809,971

- - -

補正予算(b)

繰越し等©

合計(d=a+b+c) 68,809,971

執行額(千円、e)

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関連計画等）

本施策は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要
する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うた
め、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的として
いる（平成12年4月に介護保険法施行）。

政策評価実施予定
時期(評価予定表）

測定指標
（定量的）

基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

目標年度

1 介護予防に資する住民の自主活動
の実施会場数

27,583箇
所

平成23年
度

前年度以上 毎年度

2 老人クラブ活動実績事業数 前年度以上 前年度 前年度以上

目標年度 施策の進捗状況（実績）

これからの介護予防は、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけでなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割を持って生
活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを含めた、バランスのとれたアプローチが重要である。そのた
め、市町村は、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進
する必要がある。
※指標：介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業報告
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/index.html）

毎年度 老人福祉法に規定される老人クラブ活動を全国的に推進する見地から、各地域の老人クラブ数を測定。

-

測定指標
（定性的）

目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

- - -

（参考）測定指標

-

（厚生労働省２６（Ⅸ－３－１））

２４ ２５ ２６ ２７ ２８

○



２４年度 ２５年度

(1)
老人保健健康増進等事業
（平成2年度）

22億円
(22億円)

16億円 15億円 － 812

(2)
在宅福祉事業費補助金
（昭和38年度）

28億円 28億円 27億円 － 813

(3)
全国健康福祉祭事業費
（昭和63年度）

2.1億円 1.1億円 1.0億円 － 814

(4)
全国老人クラブ連合会助成費
（昭和42年度）

0.1億円 0.1億円 0.1億円 2 815

（5）
地域支援事業交付金
（平成18年度）

642億円 623億円 642億円 1 817

（6）
介護給付等費用適正化事業
（平成２０年度）

7.1億円
( 6.9億円 )

6.9億円 7.1億円 1 818

(7）
高齢者の日常生活支援の推進に
必要な経費
（昭和38年度）

3.3億円
（2.6億円）

3.1億円 3.0億円 - 819

(8）
介護保険事業費補助金（(項)高齢
者日常生活支援等推進費）
（平成12年度）

3.6億円
（2.2億円）

3.5億円 0.7億円 1 816

達成手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） ２６年度
当初

予算額

関連する
指標番号

達成手段の概要等 平成２６年度行政事業レビュー事業番号

老人の日記念行事として、本年度中に百歳を迎える高齢者を対象に、内閣総理大臣から、お祝い状及び記念品を贈呈する事業等を実施する。

市町村における地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組を推進するため、都道府県が、広域的な視点から様々な支援（事業評価、従事者研修、専門職
広域派遣調整等）を行う。（補助率１／２）

地方公共団体、民間団体に対し以下の事業に係る公募を行い、外部の有識者により構成される評価委員会の審査結果に基づき、予算の範囲内で補助金を交付す
る。
　①介護保険制度の適正な運営・周知に関する調査研究事業
　②高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業
　○補助率：10／10

老人クラブが行う各種活動に対する助成する。（以下の具体的な活動内容は例示である。）(ア)健康活動 ： 健康と体力保持に意欲のある高齢者を対象とした「熟年健
康教室」の実施(イ)友愛活動 ： 高齢者や家族等に対する認知症問題の普及・啓発、孤独死を未然に防ぐ安否確認運動(ウ)奉仕・ボランティア活動 ： 子供や高齢者を
含む地域全体の安全を守る地域見守り活動(エ)次世代育成支援活動 ： 放課後の小学校を活用した地域住民との世代間交流

全国健康福祉祭開催地都道府県が行う、以下の全国健康福祉祭及びこれに関連する事業に要する経費を対象として助成する。①健康関連イベント（スポーツ交流大
会、健康づくり教室、新しいスポーツの紹介、健康フェア等）②福祉・生きがい関連イベント（美術展、囲碁大会、将棋大会、俳句大会、地域文化伝承館等）③健康、福
祉・生きがい関連イベント（シンポジウム、健康福祉機器展等）

各地域の老人クラブの活動を支援するため、以下の老人クラブ指導者に対する研修等に必要な経費を対象として助成する。①都道府県・指定都市老連段階のリー
ダーと老人クラブ活動推進員、また郡市区町村老連及び単位老人クラブリーダーの資質向上を目的とする研修会を開催②単位老人クラブの育成指導並びに都道府
県・指定都市および郡市区町村老連の行う活動の指導③都道府県・指定都市老連の組織・活動に関する実態調査

介護保険における被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限り、地域にお
いて自立した日常生活を営むことができるよう、以下の事業を行うことの支援を目的とする。
○介護予防事業・・・要支援・要介護状態の予防、軽減、悪化防止のためのサービス提供等を行う事業を実施するもの。
○介護予防・日常生活支援総合事業…要支援・要介護状態の予防、軽減、悪化防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的
に行うもの。
○包括的支援事業及び任意事業・・・地域包括支援センターを設置し、地域支援の総合相談、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント等を実施す
るとともに、地域の実情に応じた様々な任意事業を市町村において行うもの。

・地域支援事業の任意事業として保険者が縦覧点検、医療情報との突合、ケアプラン点検等の事業により給付の適正化に取り組み、国、都道府県は事業の研修を実
施する等により保険者を支援する。
 ・利用者に対する適切なサービスの確保や不適切な給付の削減が図られることにより、介護保険制度の信頼感を高めるとともに、介護給付費や介護保険料の増大を
抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資することができる。
・保険者に対して適正化事業の研修等を実施することで、平成24年度で83.5％になっている「縦覧点検・医療情報との突合」を実施する保険者の割合を押し上げる効果
があると見込んでいる。
・適正化事業実施率 （実施保険者数/全保険者数）：100％を目標とする。


